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四日市市の子ども・子育て関連計画の変遷



 こども基本法の施行及びこども家庭庁の設置（令和５年４月１日）

こども基本法 目的（第１条）
この法律は、日本国憲法及び児童の権利に関する条約の精神にのっとり、次代の社会を担う全てのこどもが、生涯にわたる人格形成の基礎を築き、自立した個

人としてひとしく健やかに成⻑することができ、心身の状況、置かれている環境等にかかわらず、その権利の擁護が図られ、将来にわたって幸福な生活を送るこ
とができる社会の実現を目指して、社会全体としてこども施策に取り組むことができるよう、こども施策に関し、基本理念を定め、国の責務等を明らかにし、及
びこども施策の基本となる事項を定めるとともに、こども政策推進会議を設置すること等により、こども施策を総合的に推進することを目的とする。

出典：こども家庭庁ＨＰ

政府は、こども施策を総合的に推進するため、「こども大綱」を策定する（第９条第１項）
都道府県は、こども大綱を勘案して、「都道府県こども計画」を定めるよう努めるものとする（第１０条第１項）
市町村は、こども大綱を勘案して、「市町村こども計画」を定めるよう努めるものとする（第１０条第２項）

 こども基本法の６つの基本理念（第３条）

 こども大綱（第９条）及び都道府県・市町村こども計画（第１０条）

法の目的を達成するため、こども施策を更に強力に進める
新たな行政組織として「こども家庭庁」を内閣府の外局に設置

 こども施策に対するこども等の意見の反映（第１１条）
こども施策を策定・実施・評価するに当たっては、こどもや養育者、その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じるものとする

こども基本法に基づく「四日市市こども計画」の策定の背景について



こども大綱とはこども大綱とは

少子化社会対策大綱

子供の貧困対策に関する大綱

子供・若者育成支援推進大綱 既存３大綱を一元化し、さらに必要な施策を追加

 国を挙げて取り組むべき、少子化の克服、こども・若者に関する施策、こどもの貧困に関する施策を一つに束ね、これらを総合的に推進

 「こども基本法」第９条第１項に基づく、国の大綱。
こども施策を総合的に推進するため、国のこども施策に関する基本的な方針、重要事項等を定めたもの。

こども大綱の役割こども大綱の役割

 全てのこども・若者が身体的・精神的・社会的に将来にわたって幸せな状態（Well-being）で生活を送ることができる
「こどもまんなか社会」を実現

基本的な方針基本的な方針

① こども・若者は権利の主体、今とこれからの最善の利益を図る
② こども・若者、子育て当事者の視点を尊重し、意見を聴き、ともに進めていく
③ ライフステージに応じて切れ目なく十分に支援
④ 良好な成育環境の確保、貧困と格差の解消
⑤ 若い世代の生活基盤の安定、若い世代の視点に立った結婚・子育ての希望の実現
⑥ 施策の総合性の確保

施策を推進するために必要な事項施策を推進するために必要な事項

① こども・若者の社会参画・意見反映
② こども施策の基盤の整備（ＥＢＰＭ、人材確保・育成・支援、包括的な支援体制の構築・強化、情報発信、社会の意識改革）
③ 推進体制の確保（自治体こども計画の策定促進、数値目標と指標の設定、財源確保）

国が示した「こども大綱」【令和５年１２月２２日閣議決定】について



四日市市こども計画の位置づけ 四日市市こども計画の対象期間

四日市市こども計画の対象年齢

本計画の期間は、令和７年度から令和１１年度までの５年間です。

また、「こども大綱」は５年後を目途に見直しを行うこととされているため、本計画についても、５年後に見直しを
行うこととしています。ただし、国等の動向や推進施策の進捗状況、社会情勢の変化を踏まえ、必要に応じて
見直しを検討します。

「こども基本法」における「こども」とは「心身の発達の過程にある者をいう。」とされており、１８歳までといった年
齢で区切るものではなく、おとなとして円滑な社会生活を送ることができるようになるまでの成長過程にあるも
のとされています。また、「若者」については、法令上の定義はありませんが、「こども大綱」では、思春期・青年
期の中学生年代から概ね３０歳未満（一部施策によっては４０歳未満）の者とされており、「こども」と「若者」は重
なり合う部分がありますが、「若者」は青年期を明確に示す言葉として用いられています。

本計画における「こども」「若者」は以下の定義を用いるものとしており、対象は本市の全てのこども・若者と子育
て当事者、子育てに関わる個人・団体としますが、主に高校生年代までのこどもや子育て当事者を主たる対象
としています。

本計画は、こども基本法第１０条第２項に基づく「市町村こども計画」です。なお、本計画は、「少子化社会対策
基本法における地方公共団体の施策」「子ども・若者計画」「こどもの貧困の解消に向けた対策についての計
画」「次世代育成支援行動計画」子ども・子育て支援事業計画」を一元化したものとして策定しています。

また、本計画の上位計画である「四日市市総合計画」をはじめ、その他各種計画との整合性を図るとともに、国
の「こども大綱」、三重県の「ありのままでみえっこプラン」を勘案して策定しています。

「四日市市こども計画」について





令和５年度実施
調査の

主な位置付け調査方法対象者数
(回答率)調査対象者主な目的調査名No.

子どもの未来応援計
画（子どもの貧困対

策計画）
学校配付／学校回収

（11〜12月）
5,111件
(93.1%)

小学5年生、中学
２年生の児童生
徒とその保護者

子どもと保護者をめぐる生活の状況や支
援ニーズについて、当事者自身に直接尋
ねることで実態を把握する。

子どもの生活実態調査①

子ども・子育て
支援事業計画

郵送配付／郵送回収
（１月〜２月）

抽出
3,500人
(68.6％)

０〜５歳児の
保護者

子育て世帯の状況及び教育・保育、子ど
も・子育て支援に関する現在の利用状況
及び今後の利用希望を把握し、今後の事
業計画を策定するための基礎資料とする。

【未就学保護者対象】
量の見込み等調査②

子ども・子育て
支援事業計画
こども大綱

学校配付／WEB回答
（１月〜２月）

7,286人
(57.8%)

小学１〜３年生
の保護者

【小学生低学年保護者
対象】量の見込み等調

査
③

こども大綱
こどもの居場所づく
りに関する指針

学校配付／WEB回答
（１月〜２月）

6,478人
(16.5%)

中学3年生
高校2,３年生

こども計画策定にあたって、こども・若
者の意見を反映した施策を検討するため、
意見聴取を行う。

こども施策検討に関す
る調査④

調査の
主な位置付け調査方法参加者数

(欠席者数)調査対象者主な目的調査名No.

こども大綱対面25人
(2人)子育て当事者

実効性のある施策を検討するため、①〜
④の結果が示す現状やニーズについて、
より具体的な内容を聴き取り、把握する。

【子育て当事者対象】
ワークショップ⑤

こども大綱対面26人
(2人)高校生【高校生対象】

ワークショップ⑥

こども大綱対面44人
(3人)中学生【中学生対象】

ワークショップ⑦

こども大綱
アンケート

及び
対面ヒアリング

10団体左記関係者
意見を聴かれにくいこども・若者と日頃
から接する機会があり、信頼関係が構築
されている団体を中心に、現状やニーズ
を把握する。

【関係団体対象】
ヒアリング調査⑧

−ＷＥＢ、窓口配架等ー市⺠計画（案）のパブリックコメントを実施
し、広く意見を聴き取る。パブリックコメント⑨

こども計画の策定に向けた主な取組

令和６年度実施
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